
　

　　令和７年１０月１０日

　　　　　　　　　　　　　　

１　水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所　

千葉県葛南港湾事務所

千葉県船橋市浜町 2 丁目 5 番

２　水路測量を実施する区域及び期間

千葉港葛南区市川航路・泊地（付図のとおり）

３　水路測量の実施方法

　RTK⁻GNSSによる測位、マルチビーム音響測深機による測深

４　航行船舶に対する安全措置

（２）三管区水路通報に掲載する。

来年1月より紙による公示は行わない。今後は下記URLよりご確認ください。
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN3/kanri/surveykouji.htm

（１）水路測量に従事する船舶は、水路業務法施行規則（昭和25年運輸省令第55号）
　　第6条に定める標識を掲揚

（１）区　　域

（２）期　　間 令和７年１１月４日から令和８年１月３日

第 三 管 区 海 上 保 安 本 部 公 示 第 46 号

　水路業務法（昭和25年法律第102号）第8条の規定に基づき、水路測量の実施につい
て、次のとおり公示する。

赤松　宏樹（公印省略）　　

       第三管区海上保安本部長　　　　　　　　　

（１）名　　称

（２）住　　所
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図 3-1：測量範囲図（全体図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2：測量範囲図（拡大図その 1） 

 

 

付 図 

  ：水路測量範囲 

  ：浚渫範囲（-6.0m） 

  ：海中支障物撤去位置 

イ 

ロ 

ハ 

ニ 

  ：水路測量範囲 

  ：浚渫範囲（-6.0m） 

  ：測線方向 
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図 3-3：測量範囲図（拡大図その 2） 

 

 

表 3：測量範囲座標一覧 
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ト 

ヘ 

  ：水路測量範囲 

  ：海中支障物撤去位置 

  ：測線方向 

付 図 

北 緯 東 経 X（m） Y（m） X（m） Y（m）

座標原点 35°38′00.000″ 139°57′00.000″ ― ― ― ―

イ 35°40′16.304″ 139°57′04.959″ -36,472.741 10,686.235 4,200.910 124.710

ロ 35°40′11.494″ 139°56′59.620″ -36,621.135 10,552.148 4,052.670 -9.560

ハ 35°40′01.038″ 139°57′13.767″ -36,942.944 10,908.292 3,730.420 346.240

二 35°40′05.848″ 139°57′19.106″ -36,794.551 11,042.380 3,878.670 480.510

ホ 35°40′26.101″ 139°56′41.434″ -36,171.518 10,094.332 4,502.870 -466.900

へ 35°40′24.658″ 139°56′39.833″ -36,216.038 10,054.108 4,458.400 -507.170

ト 35°40′23.351″ 139°56′41.601″ -36,256.262 10,098.628 4,418.110 -462.710

チ 35°40′24.794″ 139°56′43.203″ -36,211.742 10,138.852 4,462.580 -422.420

点 名
緯 度 経 度 平面直角座標系第Ⅸ系 海 図 座 標


